
   令和８年度結城市有機農業研修受講支援補助金交付要項 

  

 （趣旨） 

第１条 市長は、農業者が有機農業に従事することができるような体制を整え、有機農業

で生産される農産物の安定的な生産の確立を図り、本市における有機農業を振興するこ

とを目的として、有機農業の技術向上を目的とした研修を受講する者に対し、予算の範 

 囲内において令和８年度結城市有機農業研修受講支援補助金（以下「補助金」という。） 

 を交付するものとし、補助金の交付については、結城市補助金等交付規則（平成１２年

結城市規則第４２号）に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。 

 （補助対象者） 

第２条 この要項により、補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する

農業者若しくは農業に従事する意思を有する者又は市内に住所を有する農業者３人以上

で組織する法人に従事する者であって、次のいずれにも該当するものとする。 

（１）義務教育を修了し、令和８年４月１日現在において１５歳以上６５歳未満である者 

（２）市税等（市県民税（森林環境税を含む。）、固定資産税（都市計画税を含む。）、

軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。）の滞

納がない者 

（３）結城市暴力団排除条例（平成２４年結城市条例第３号）第２条に規定する暴力団、

暴力団員及び暴力団員等（以下「暴力団等」という。）又は暴力団等と関係を有する

者でない者 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第３条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。 

 （補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、受講開始の２週間前までに令和８年度結城

市有機農業研修受講支援補助金交付申請書（様式第１号）を、次の関係書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

（１）研修参加申込書の写し 

（２）研修内容等を記載したカリキュラム 

（３）市税等納付状況確認に関する同意書（様式第２号）又は滞納が無いことが分かる証

明書 

（４）債権者登録申請書 

（５）その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付決定通知） 

第５条 補助金の交付決定通知は、令和８年度結城市有機農業研修受講支援補助金交付決

定通知書（様式第３号）により行うものとする。 

（内容の変更等） 

第６条 前条の規定により、補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」と

いう。）は、当該交付決定に係る内容を変更するとき、又は中止しようとするときは、

令和８年度結城市有機農業研修受講支援補助金内容変更等承認申請書（様式第４号）を

市長に提出し、その承認を受けなければならない。 



２ 交付決定者は、補助の対象となる研修（以下「補助対象研修」という。）が予定の期

間内に修了しない場合、又は研修の修了が困難となった場合は、その旨を市長に報告

し、その指示を受けなければならない。 

３ 市長は、第１項に規定する内容の変更等について承認したときは、令和８年度結城市

有機農業研修受講支援補助金内容変更等承認通知書（様式第５号）により通知するも

のとする。 

 （実績報告） 

第７条 交付決定者は、補助対象研修が修了したときは、補助対象研修が修了した日から

起算して３０日を経過した日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、令和

８年度結城市有機農業研修受講支援補助金実績報告書（様式第６号）に関係書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

 （補助金の額の確定通知） 

第８条 補助金の額の確定の通知は、令和８年度結城市有機農業研修受講支援補助金額確

定通知書（様式第７号）により行うものとする。 

 （経理区分） 

第９条 交付決定者は、補助対象経費と他の経費を経理区分し、補助対象経費を明確にし

ておかなければならない。 

 （補助金の返還等） 

第１０条 市長は、第２条に規定する補助対象者が、偽りその他不正な手段により補助金

の交付を受けた場合は、補助金の全部又は一部を取り消し、その者から返還させるこ

とができる。 

 （庶務） 

第１１条 この要項に定める手続等については、経済環境部農政課において処理する。 

 （補則） 

第１２条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

別表（第３条関係）  

補助対象経費 補助金の額 

次に掲げる条件を満たす研修の受講に要する経費 

（１）市長が認める法人等が実施する有機農業の技術 

  向上を目的とした研修であること。 

（２）原則、１か月程度の研修の期間が設けられてい

ること。 

補助対象経費に２分の１を乗 

じて得た額又は６万円のうち、

いずれか低い方の額 

 


